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化粧品基準の一部を改正する件について

平成17年10月18日厚生労働省告示第465号により化粧品基準（平成

12年厚生省告示第331号）の一部改正が別添のとおり告示され、同日適用

されることとなったので、下記について御了知の上、関係方面に周知徹底方よ

ろしくお願いいたします。

記

1．改正の趣旨

薬事法第42条第2項の規定に基づき、化粧品基準の一部を改正することに

より、化粧品に配合することができる防腐剤及び紫外線吸収剤の範囲を拡大し

た。

2．改正の内容

別表第3の2及び別表4の2を改正し、以下のとおり、新たに防腐剤である

銀－銅ゼオライト及びポリアミノプロピルビグアナイド、紫外線吸収剤である2

－［4－（ジエチルアミノ)－2－ヒドロキシベンゾイル］安息香酸へキシルエステル及

びジメチコジエチルベンザルマロネートを化粧品へ配合できる成分に追加した。








